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第１章 地域福祉活動計画の趣旨 

１．計画策定の背景 

 近年、少子高齢化の進行や核家族化、認知症高齢者、非正規労働者の増加に 

伴い、私たちの身近なところで様々な困難を抱える人たち、とりわけ高齢者、障

がい者、生活困窮者などの生活上の課題は深刻になってきています。加えて地域 

の「つながり」の希薄化などにより、ひとり暮らし高齢者の孤立、虐待、老々介 

護、子どもの安全、消費者被害など、さまざまな生活上の問題や課題が拡がりを 

みせています。このような社会状況の中、どこの地方自治体においても、共通し

た地域課題が見られます。一方で、2011年の東日本大震災を契機に人とのつな 

がりや絆が再認識され、とりわけ地域のコミュニティを中心とした地域社会の再 

生の重要性がうたわれるようになってきました。 

浅口市においても例外ではなく多様化する問題が喫緊の課題となりつつあり、 

コミュニティを単位とした絆の再構築が求められています。地域によってはこ 

れまでの連帯感によって課題への対応がみられますが、地域福祉活動を推進し 

ていくためには、中・長期的な視点での取り組みが必要となってきます。それ 

に伴い、地域福祉推進の中核をなす社会福祉協議会の果たす役割や重要性も 

より一層増してきています。 

そこで、地域に関わる人、機関、団体、企業、行政などと協働し、「ともに 

支えあい・たすけあう地域」を目指した具体的な行動を示すため、新たな地域 

福祉の指針となる「浅口市地域福祉活動計画」を策定していきます。 

 

 

２．地域福祉と社会福祉協議会 

地域福祉とは、地域に暮らす人たちが安心して暮らせるように、地域の人た 

  ちでお互いにたすけあい、地域の問題や課題を解決していこうという考え方で 

す。 

   「社会福祉法」第４条には、地域住民、社会福祉関係者がお互いに地域福祉に 

  協力して地域福祉の推進に努めるよう規定されています。また、「社会福祉協議 

会」も同法第１１０条により、地域福祉を推進する団体と位置づけられていま 

す。社会福祉協議会は「社協」と略称で呼ばれることも多くあります。 

   社会福祉協議会は「住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組 

み、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現」を目指すとされていま 

す。また、社会福祉協議会は会員会費や共同募金・寄付金などの財源で地域福祉 

を推進する「民間の非営利団体」です。民間団体ではありますが、「社会福祉 

法」により行政区分ごとに組織された団体であるため民間と公的な面の両面を 
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生かした事業を展開しています。民間事業者や行政や住民との橋渡し、福祉施設 

や団体の事務局、地域福祉活動への参加促進・活動支援・調整、ボランティア 

センターの運営などを行います。 

   浅口市社会福祉協議会においても、地域のふれあい・たすけあいにつながるふ 

  れあいサロンや高齢者や障がい者、子育てを支援するボランティア活動の推進、 

見守り声かけを中心とした福祉委員活動、そして住民が主体となって地域の問題 

解決に取り組む地区社協活動に力を入れています。 

   住みなれた故郷にあって、よりよい近隣関係の中で生活するためには、地域に 

住む私たち一人ひとりが、それぞれの連携を深めていくこと、そして、さまざま 

な福祉サービスの制度が充実されていくことが必要です。 

   浅口市社会福祉協議会は、行政をはじめ、地区社協や福祉団体との連携のもと 

に、多くの市民の皆さんの参加を得ながら、「誰もが安心して暮らすことのでき 

る福祉のまち」を目指していきます。 

 

 

３．地域福祉活動計画の位置づけと目的 

   この計画は、社会福祉協議会の呼びかけにより、地域住民や社会福祉事業経営 

者、社会福祉に関する活動を行う者などが主体となり「地域福祉の推進」を目指 

すための活動・行動計画として位置づけられるものです。 

   計画は、地域の福祉課題や生活上の困りごとの解決を目指して、社協が行政や 

地域住民、民間団体と連携、協働して行う具体的な福祉活動やその目指すべき地 

域福祉像、実施目標など体系的に取りまとめたものです。 

   浅口市社会福祉協議会では、人権尊重を基本に、誰もが住みなれた地域で安 

心して暮らせるよう、その中・長期的な指針となる「地域福祉活動計画」を策 

定し、地域に関わるすべての者が主役となる地域づくりの活動を進めていくこ 

とを目的としています。 

また、社会福祉法に基づき行政が策定する「地域福祉計画」は、地域福祉を 

総合的に推進するための基盤や体制づくりとなる計画で、浅口市でもその策定 

が今後進められることとなります。地域福祉計画と地域福祉活動計画を一体的 

に進めることで、行政や社会福祉協議会、地域住民、地域福祉活動団体、ボラン 

ティア、福祉事業者、企業など地域に関わるものの役割や協働が明確化され、 

実効性が高まることにつながります。 
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４．策定の方法 

策定にあたっては市民、各種機関・団体、教育関係、企業、行政などとの連 

携を強化していくとともに、住民参加による地域の福祉力を高め、地域福祉の 

課題に取り組んでいく必要性があります。そのためには、地域福祉活動計画の 

策定段階から地域にかかわるものすべての主体的な参加と、１人でも多くの市 

民に関わってもらうことが不可欠になります。 

また、参加者からの意見を反映し具現化していくために、幅広い関係機関・団 

体などの参画により策定委員会を設置します。アンケート・ヒアリング調査、 

 地域福祉座談会の開催により、策定委員会を通して地域福祉活動計画を協議し 

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．計画の期間 

   本計画は、平成 28 年度を初年度とし、平成 32 年を最終年度とする 5 ヶ年

を計画期間とします。 

   また、計画の進捗を把握し、社会情勢や福祉制度等の動向を踏まえ、計画期 

  間内においても必要に応じて見直しを行うものとします。 
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第２章 浅口市の地域福祉をめぐる現状 
１．浅口市の現状 

  ①浅口市の人口と年齢別人口の推移 

    浅口市は、平成 18 年 3 月 21 日に金光町、鴨方町、寄島町が合併して誕生しま 

した。人口は 34,348 人（平成 27 年 10 月 1 日現在）で、合併後の平成 19 年と比 

較すると、約 2,800 人減と、他の多くの自治体と同様に人口減少が続いている状況で 

す。 

   平成 22 年と 27 年の年齢別人口構成を比較しても、65 歳以上の老齢人口が 1,157 

人増となっている一方、15 歳から 64 歳までの生産人口は 2,486 人減となっていま 

す。 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（出典：岡山県毎月流動人口調査） 

 

 
 

 
 

年齢別人口構成 

 昭和 55年 昭和 60年 平成２年 平成７年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 

年少人口 （人）  

（０～１４歳） 
8,860 8,188 6,578 5,604 4,959 4,700 4,370 3,954 

年少人口比率

（％） 
22.5 20.6 16.7 14.5 13.1 12.6 12.1 11.5 

 

生産人口（人）   

（１５～６４

歳） 

25,045 25,488 26,143 25,208 23,988 22,854 20,845 18,359 

生産人口比率

（％） 
63.6 64.2 66.3 65.3 63.6 61.3 57.7 53.4 

老齢人口（人）   

（６５歳以上） 
5,455 6,047 6,694 7,783 8,777 9,753 10,882 12,039 

老齢人口比率

（％） 
13.9 15.2 17.0 20.2 23.3 26.1 30.1 35.0 

総人口（人） 39,360 39,723 39,415 38,595 37,724 37,307 36,097 34,352 

  （出典：国勢調査、平成 27 年のみ岡山県毎月流動人口調査） 
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②高齢者の現状 

 浅口市の高齢者（65 歳以上）の人口は、現在 12,039 人（平成 27 年 10 月 1 日 

現在）、高齢化率としては 35.0％で、年々その率は上がってきています。また高齢者 

のうち、約 2,300 人がひとり暮らしの高齢者で、世帯数でみても、浅口市総世帯数 

12,252 世帯のうち、約 1/4 が独居高齢者と高齢者夫婦のみの世帯となっています。 

 

 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

浅口市（％） 27.3 28.1 29.0 29.7 30.1 31.3 32.5 33.6 35.0 

岡山県（％） 23.6 24.2 24.8 25.1 25.3 26.2 26.1 28.0 28.6 

全 国（％） 21.5 22.1 22.7 23.1 23.3 24.1 25.0 25.9 26.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：浅口市住民基本台帳、岡山県毎月流動人口調査、総務省統計局「人口推計」） 

※いずれも 10月 1日現在 
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③出生の現状 

浅口市の 15 歳未満の年少人口は、3,954 人で人口比率としては 11.5％となって 

おり、昭和 55 年の 22.5％と比較すると約半数まで大きく減少しています。出生数も 

年々減少しており平成 25 年からは 200 人を下回る状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典：岡山県毎月流動人口調査） 

 

 

②障がい者の現状 

 浅口市内における身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者数

は、緩やかな増加傾向にあります。            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：浅口市社会福祉課調べ） 

区 分 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

身体障害者 

手帳 
1,404 1,424 1,431 1,433 1,419 1,449 1,412 1,406 1,393 

療育手帳 191 205 211 222 237 235 242 252 266 

精神障害者 

保健福祉手帳 
94 105 106 108 121 116 137 129 161 
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２．浅口市の地域福祉の現状 

  ①ボランティア活動 

   社会福祉協議会に登録してあるボランティア団体数は横ばい傾向ですが、団体の会 

員や個人の登録者数は微増傾向にあります。 

   また、平成 23 年度に市内のボランティア団体で組織された「浅口市ボランティア 

連絡協議会」が発足し、東日本大震災チャリティバザーや研修など、団体の枠を超え 

た活動を行いボランティア活動の推進を図っています。 

   なお、平成 24 年度は東日本大震災被災地支援ボランティアとして多くの方が登録 

し活動を行ったため、他の年と比べ増加しました。 

 

 

②サロン活動 

地域のふれあい・交流の場である「ふれあいサロン」は、社会福祉協議会の主要な事 

業の一つです。設置数はおおむね増加傾向にあり、開催数、参加者数も増加しています。 

運営に携わる民生委員や福祉委員、地域のボランティアの皆さんの力によりそれぞ 

れのサロンで趣向を凝らしたユニークな活動が行われています。 

 

 

③老人クラブ 

老人クラブは、高齢者の自主的な組織として「健康・友愛・奉仕」を基本に地域での 

生きがいや健康づくり、社会貢献活動などに取り組む団体です。 

  浅口市社会福祉協議会では、老人クラブの事務局業務を行い、各種活動の支援を行っ 

ています。クラブの組織数はおおむね横ばいですが、会員数は近年減少傾向にあります。 
 

区 分 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

老人クラブ数 

（団体） 
81 81 81 81 82 82 81 83 83 

会員数（人） 5,064 5,033 5,033 5,010 5,079 5,032 5,023 4,912 4,922 

 

区 分 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

団体数 

（団体） 
33 31 31 31 32 31 31 30 32 

登録者数

（人） 
1,273 1,609 1,609 1,628 1,621 1,837 1,644 1,684 1,703 

区 分 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

サロン数 
（地区） 

63 64 72 73 79 77 79 84 

開催数 
（回） 

459 518 566 552 577 589 599 650 

参加者数 
（人） 

10,742 11,826 12,534 13,126 13,954 14,271 13,861 14,635 
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④地区社協 

   地区社協とは、概ね大字又は小学校区を活動単位とし、地域の住民ひとりひとりが 

普段の暮らしの困りごとを話し合い、支え合う住民主体の活動組織です。 

合併以降、市内各地で座談会や研修会などを開催し、平成 22 年度に 3 地区の地区 

社協が設立して以降、現在まで 11 の地区社協が立ち上がりました。住民同士の交流や 

  福祉課題について話し合う場として活動が展開されています。 

 

【地区社協設置状況】 

  19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

地区社協数 

（地区） 
－ － － 3 4 5 10 10 11 

  

 

３．地域の実態把握と福祉課題 

  本計画の策定にあたり、アンケートや福祉座談会、地域で活動する各種団体からの 

ヒアリングにより、地域課題として 1,011 件のご意見をお寄せいただきました。それ 

らを内容ごとに分類して課題を整理した結果、下記のようなグラフになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート、ヒアリング、地域福祉座談会等により寄せられた意見や要望から次の 

課題があげられました。 
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〇地域のつながりや支え合いの再構築 

   価値観やライフスタイルの多様化により、地域住民同士のつながりや支え合いが希

薄となっています。 

   町内会組織の運営が難しくなり、顔の見えるつながりが減るなど地域の方々のこと

を把握できにくくなっています。地区社協の設置や地域活動の推進・充実を図り、地

域の支え合いを再構築していくことが求められています。 

 

〇活動機会の充実と人材の確保 

   地域活動やボランティア活動において、担い手の高齢化・固定化が進む一方で、現 

  役世代である若い人材の参加が少ないことが課題となっています。 

   このことから、活動を継続・発展させていけるよう世代交代を図るための支援や、 

多様な生活スタイルに沿った活動機会を充実させることが求められます。 

 

 〇わかりやすい相談支援体制の整備 

  不安や悩みを相談したいと思った時に、すぐに相談できるようなわかりやすい窓口 

 が求められています。 

   相談内容を的確に把握し、適切な窓口や福祉サービスの利用にスムーズに結びつく 

ような相談体制やコーディネート機能を充実させることが求められています。 

 

〇情報提供の強化 

   地域福祉やボランティア活動に興味があっても、どのような活動があるかわからな

い、どこでどのようなサービスが受けられるのかわからないといった状況を、多様な

手段で幅広い情報の提供をしていくことが求められています。 

 

〇安心して子育てのできるしくみづくり 

子どもを取り巻く環境は、少子化・核家族化・共働き家庭やひとり親家庭の増加な 

  ど大きく変化しています。地域で子どもを育てていくという連帯意識を高め、子ども 

  が安全安心な環境で健やかに生まれ育てられるよう、子どもと家庭を地域全体で応援 

  していく仕組みづくりが必要です。 

  

〇生活環境の整備と移動手段の確保 

障がい者や高齢者などすべての人が安心して生活し、社会参加できるようにするた 

  めの道路、公共交通機関、建築物等環境の整備を行い、高齢者や障がい者などが地域 

  で安心して生活するための、交通手段、道路、施設利用時の不便さの解消が求められ 

ています。 

 

〇災害時における支援体制の確立 

   災害時の避難支援が求められています。災害や緊急時に適切な対応がとれるよう日 

  頃から連携を密にし、災害発生時の具体的な協力体制を考え、地域全体で支えていく 

という意識啓発をしていくことが大切です。 
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４．社協事業の財源 

社会福祉協議会の活動は、会費、寄付金、共同募金配分金、行政からの補助金、受 

  託金などによって支えられています。社協本来の事業である小地域福祉活動の推進や 

ボランティア活動への支援などは、会費、寄付金、共同募金配分金を主な財源としてい 

ます。 

それぞれの地域の特性を活かした「先駆性」や「柔軟性」のある自主事業を運営す 

るためには、自主財源の確保がとても大切になります。 

   「わたしたちのまちの福祉はわたしたちの問題」という観点・趣旨をご理解いただ 

き、これからもご協力をお願いしていきます。 

 

【社協事業の主な財源】※行政からの補助金は除く 

区分 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

共同 

募金 
2,960,000 2,920,000 2,760,000 2,890,000 2,970,000 3,000,000 2,880,000 2,950,000 

社協 

会費 
9,451,197 9,226,565 9,229,950 9,114,100 9,052,400 8,987,132 9,087,000 8,669,000 

寄付 

金 
5,244,637 7,534,454 4,975,599 4,617,355 5,348,789 5,254,832 4,890,888 3,264,307 
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第３章 計画の内容 

 １．基本理念 

「亜たたかく ささえあって くらせる ちいきをめざして」 

 

  第2章の浅口市の現状にもあるとおり、浅口市も少子高齢化、人口減少が年々進んで 

きており、社会情勢の変化も加わって困難を抱える人たちの問題や課題は複雑化・深刻 

化してきています。 

  しかし、家庭内で問題を解決しようとする「自助力」は弱まり、介護保険をはじめと 

する公的サービスや行政サービスなどの「公助力」だけではきめ細やかな対応ができな 

くなってきています。そこで重要になってくるのが、ご近所や地域ならではの支え合い 

・たすけあいによる「共助力」です。 

  この「自助」「公助」「共助」の3つの力を重層的に組み合わせ、「地域ぐるみの福 

祉」を展開することが「誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまち」づくりにつな 

がっていきます。 

  そこで、この計画が目指す「福祉のまち あさくち」を進めるための基本理念として、 

「あたたかく ささえあって くらせる ちいきをめざして」を定めました。 

 

―「地域ぐるみの福祉」の展開 － 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自助 
個人や家族 

親族など 

福祉の 

まちづくり 
公助 

公的サービス 

行政サービスなど 

共助 
ご近所や地域での 

支えあい 

たすけあい 
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２．基本目標と活動目標 

  基本理念を実現するために、アンケート、ヒアリング、地域福祉座談会などから寄せ 

 られたさまざまな地域の福祉課題を解決するための取り組みを整理し、３つの基本目標 

 と８つの活動目標を設定しました。 

  また、活動目標には、それぞれの内容を分かりやすく表した漢字一文字を当てました。 

 

 ◇基本目標１ 「人と人をつなぐふれあいのまち 浅口」 

   地域住民のふれあいや交流活動を推進するとともに、地域で活動する団体や施設、 

   機関などとの連携を深めていきます。 
   
         

           （一文字漢字）   （目   標） 

◆活動目標１  輪  「ふれあい交流の場づくり」  

   ◆活動目標２  健  「子どもを健やかに育む場づくり」 

   ◆活動目標３  結  「まちの福祉がつながる場づくり」 

 

 

 ◇基本目標２ 「人と心を育てる思いやりのまち 浅口」 

   地域を担う人材や青少年の健全育成を進めます。また、福祉への理解を深める 

ための情報提供や福祉教育の場を通じて、思いやりの心を育みます。 
 
            

           （一文字漢字）   （目   標） 

◆活動目標４  絆  「まちを支える人づくり」  

   ◆活動目標５  優  「思いやりのある人づくり」 

 
 

 ◇基本目標３ 「安心して暮らせるたすけあいのまち 浅口」 

   たとえ病気になっても障がいを持っても、高齢になっても誰もが安心して暮らす 

   ことができるための支え合いやたすけあい、相談できる仕組みを作ります。 
   
          （一文字漢字）   （目   標） 

◆活動目標６  活  「いきいきと暮らせる仕組みづくり」  

   ◆活動目標７  協  「たすけあいの仕組みづくり」 

   ◆活動目標８  支  「気軽に相談できる仕組みづくり」  
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３．計画の体系図 

  基本理念と基本目標、活動目標をまとめて体系図にしました。 
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活動計画体系図 

 サロン活動の支援

 高齢者の社会参加促進

 障がい者の居場所づくり

 障がい者の交流の機会づくり

 子どもの遊び場づくり

 介護予防の充実

 交流の機会づくり

 子育て支援の充実

 子ども見守り活動の充実

 当事者団体の活動支援

 行政、地域、施設、社協の連携

 地区社協活動の推進

 青少年の健全育成とボランティアの人材育成

 ボランティア活動への支援

 地域の担い手の育成

 情報提供の充実

 福祉教育の推進

 高齢者の見守り活動の充実

 家族介護者への支援

 高齢者の生活支援サービスの充実

 認知症の方への支援

 買い物手段の充実

 定住対策

 福祉委員活動の推進

 地域防災の推進

協

支

推進課題活動目標

輪

健

結

 相談支援の充実気軽に相談できる仕組みづくり

たすけあいの仕組みづくり

いきいきと暮らせる仕組みづくり活

まちの福祉がつながる場づくり

ふれあい・交流の場づくり

まちを支える人づくり

思いやりのある人づくり

絆

優

子どもをすこやかに育む場づくり
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第４章 計画の推進に向けて 

１．計画の構成 

第 3 章では、「基本理念」と 3 つの「基本目標」および 8 つの「活動目標」を定め、 

体系図にまとめました。 

   そこで、本計画において目標設定の基となった「推進課題」について、その課題を解 

決し目標を達成するため、策定委員会において協議・検討を重ねました。その協議結 

果を基に「重点事業」を定めました。 

 

【計画の構成】 
 

 

                       ※市内の個人・団体・施設など 

のべ１，０８７人、３８団体から意見が 

寄せられた。 
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推進課題 
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※取り組み案 
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た
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協
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地域課題の分類 
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２．目標達成のための方策協議について 

（１）基本目標１ 

  「人と人をつなぐふれあいのまち 浅口」 

◆活動目標① ふれあい交流の場づくりを目指します 
一文字漢字 

輪 ◆推進課題 サロン活動の支援 

目標達成のための方策 

＊設置地区や参加者を増やすために、地区のさまざまな活動と合わせてサロンを開催して 

はどうか。 

＊サロン研修会などでの実践発表は、問題点などを出し合い皆で解決策を出し合う。 

＊サロンの代表者が集まる機会が必要。未設置地区の人も参加すれば設置につながりやすい 

のではないか。 

目標達成のための取り組み案 

○ 社協や行政、地区、サロン、地区社協などとが意見交換・情報交換を行う。 

○ 次世代のリーダー育成に取り組む。 

○ サロン開催に近隣の未設置地区の人を招待し、サロンの様子を見てもらう。 

 

◆活動目標② 
子どもをすこやかに育む場づくりを目指し 

ます 

一文字漢字 

健 ◆推進課題 子育て支援の充実 

目標達成のための方策 

＊ 子育てサロンについて、PR を徹底してはどうか。 

＊ 広く子育て支援事業に取り組めるＮＰＯ法人の設立を目指し支援していく。 

＊ 子どもの貧困がこれから大きな課題になってくるため、地域と児童相談所や行政など 

専門機関が連携して支援を行っていく必要がある。 

目標達成のための取り組み案 

○ 子育て支援に取り組むＮＰＯ法人の設立を支援する。 

○ つどいの広場の休館日に NPO やボランティアが主体となり活動を行う。 

○ 子育てサロンのＰＲを充実させる。 
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◆活動目標③ 
まちの福祉がつながる場づくりを目指し 

ます 

一文字漢字 

結 ◆推進課題 地域の関係機関との連携事業 

目標達成のための方策 

＊ 全地区の地区社協の設立を目指し、できるところから設置を支援する。 

＊ 行政や地域、社協が連携できる体制づくりを目指す。 

＊ 社協を介して地域の団体や情報がつながるネットワーク作りはできないか。 

目標達成のための取り組み案 

○ 地域の情報交換の場を設ける。 

○ 関係機関、団体との意見交換の場の開催。 

○ 地区社協の設立を進める。 

 

 

（２）基本目標２ 

「人と心を育てる思いやりのまち 浅口」 

◆活動目標④ まちを支える人づくりを目指します 
一文字漢字 

絆 ◆推進課題 
青少年の健全育成とボランティアの人材 

育成 

目標達成のための方策 

＊ 青少年の健全育成を目指し、小学生の頃からボランティアに参加できる機会を 

つくる。 

＊ ボランティア協力校と社協との連携を強めていく。 

＊ ボランティア協力校各校でのユニークな取り組みなどを共有できるような発表 

  の場を設ける。 

＊ ボランティアへの理解を広めるためのイベントや人材育成を目指すボランティ 

ア養成講座を開く。 

目標達成のための取り組み案 

○ 各種ボランティア養成講座を開催する。 

○ ボランティアイベントを開催する。 

○ ボランティア協力校事業の充実。 
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◆活動目標⑤ 思いやりのある人づくりを目指します 
一文字漢字 

優 ◆推進課題 情報提供の充実 

目標達成のための方策 

＊ 若い人からお年寄り、親子まで参加できるイベントを開催することで、社協の 

認知度向上を図る。 

＊ 社協のロゴマークやマスコットを作成し、イベントや各種事業で使用し社協に 

関心を持ってもらう。 

＊ 社協の情報を様々な媒体を通じて発信していく。 

目標達成のための取り組み案 

○ 社協オリジナルマークの作成と活用。 

○ 若い人（親子）向けや幅広い世代向けのイベントやボランティア活動の開催。 

 
（３）基本目標３ 

 「安心して暮らせるたすけあいのまち 浅口」 

◆活動目標⑥ 
いきいきと暮らせる仕組みづくりを目指 

します 

一文字漢字 

活 ◆推進課題 高齢者の見守り活動の充実 

目標達成のための方策 

＊ 地域での見守りには限界もあるため、郵便局や金融機関、民間事業者などとも連 

携し地域全体で見守り活動を行う必要がある。 

＊ 各地区で行っている見守り活動についての情報交換を行い、より良い見守り活動 

につなげていく。 

＊ 行政や社協、専門職と地域との見守り活動における役割分担を行っていく必要が 

ある。 

目標達成のための取り組み案 

○ 地域の見守り活動方法について情報交換会を開催。 

○ 行政と社協が、見守り連絡体制についてのマニュアルを作成。 
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◆活動目標⑦ たすけあいの仕組みづくりを目指します 
一文字漢字 

協 ◆推進課題 地域づくり事業（定住対策を含む） 

目標達成のための方策 

＊ 地域の活性化のために、子どもを育てやすい環境づくりに取り組む。 

＊ 観光客への観光案内ボランティアなどの充実や他ではしていない新しいボラン 

ティア活動を行い、浅口のいいところを PR していく。 

＊ 地域で町内会（自治組合）に未加入の世帯やアパート住まい、新しく転入して 

きた世帯などをどう地域のつながりに入れていくかは大きな課題である。 

目標達成のための取り組み案 

○ 浅口を PR できるような浅口独自のユニークな新たなボランティア活動に取り組む。 

○ 魅力的な地域を目指し、地区社協を中心として地域づくりを行っていく。 

◆活動目標⑧ 
気軽に相談できる仕組みづくりを目指し 

ます 

一文字漢字 

支 ◆推進課題 相談支援の充実 

目標達成のための方策 

＊ 閉じこもりやニートの問題が大きくなってきているため、サポーター養成講座を開催。 

＊ 総合福祉相談窓口の拡充を図る。 

＊ 引きこもり、障がい者の就職問題があるため、職業の紹介や職業相談などの窓口を 

設置してはどうか。 

目標達成のための取り組み案 

○ 見守りサポーター養成講座の開催。 

○ 総合的な相談支援センターの実施（なんでも相談（ワンストップ）窓口を開設）。 
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３．ピカッとプラン（仮）～重点事業の行動計画～ 

  前節「２．目標達成のための方策協議について」まとめたものの中から、特に 

 計画実施期間中に社会福祉協議会が重点的に取り組む課題を「重点事業」として 

選び出しました。この「重点事業」は市民の皆様により親しみやすく感じていただ 

けるよう、「ピカッとプラン（仮）」と名づけました。 

  この「ピカッとプラン（仮）」では、事業内容を詳細に表すとともに、今後 5 年 

間の取り組みを年次計画としてまとめました。 

  ※「ピカッとプラン」の表題の横にある漢字は、それぞれの「ピカッとプラン」 

が活動目標のうち特にどの項目に該当するか一文字漢字で記したものです。 

 

 

 

【 ピカッとプラン（仮）～重点事業の行動計画～ 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事 業 名 

①たすけあいの拠点となるサロンづくり 

②子育てに取り組む団体の支援 

③地区社協の設立促進と活動支援 

④ボランティアセンターの活性化 

⑤地域の見守り活動の充実 

⑥総合的な相談支援センターの充実 



 

21 
 

 

☆ピカッとプラン（仮）① ☆    輪・絆・活  
 

事業名 たすけあいの拠点となるサロンづくり 

事業内容 
○サロンボランティアなど地域の後継者を育成し、サロン活動を 

はじめとした地域の福祉活動の活性化を図る。 

目指すもの 

◇地域の交流や居場所となる「ふれあいサロン活動」を継続的に行う 

ため、後継者の育成を進めサロンボランティアの交流を促進します。 

◆人材発掘・育成を進め、サロンがまだ設置されていない地区の設置 

を目指します。 

◇サロンを通じた「ふれあい」から「支え合い」の地域づくりを目指 

します。 

主な連携 

機関・団体 
＊行政  ＊地区  ＊地区社協  ＊ふれあいサロン 

 

 

 

☆ピカッとプラン（仮）② ☆    健・絆・優  
 

事業名 子育てに取り組む団体の支援 

事業内容 

○子育て団体の人材育成、広報活動を支援する。 

○子育て団体を対象にした研修会を開催する。 

○新たな子育て団体の設立を支援する。 

目指すもの 

◇子育て団体の活動を応援し、人材育成を支援します。 

◆子育て団体の活動を支援するために研修会を開催します。 

◇子育て団体の設立のため、行政と連携して支援していきます。 

主な連携 

機関・団体 

＊行政  ＊NPO 法人  ＊ボランティア団体  ＊ボランティア連絡協議会 

＊子育て支援団体 

年
次
計
画 

主な取り組み 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

① 実態把握 

 

② 研修会・交流会 

  の開催 

 

① 

 
 

② 

 

    

年
次
計
画 

主な取り組み 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

①実態把握 
 

②子育て団体の広報 

活動 
 

③子育て研修会の 

開催 

 

① 
 

 

② 

 
 

③ 
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☆ピカッとプラン（仮）③ ☆    輪・結・絆・協  
 

事業名 地区社協の設立促進と活動支援 

事業内容 

○地区社協の設立を進めるための座談会や地区社協研修会を開催する。 

○地区社協活動を支援するため、地区社協代表者会議を開催し、意見 

 交換、情報交換を行う。 

目指すもの 

◇身近な福祉課題について地域で考え、話し合える機会をつくり、 

地区社協の設立を目指します。 

◆市内にある地区社協会長や役員同士の相互交流の場を設け、活動の 

充実化を図ります。 

主な連携 

機関・団体 
＊地区  ＊地区社協  ＊民生委員児童委員  ＊福祉委員 ＊老人クラブ 

 

 

☆ピカッとプラン（仮）④ ☆    絆・優  
 

事業名 ボランティアセンターの活性化 

事業内容 
○ボランティアセンターを中核に「Ｉ❤

ラブ

ボランティアプロジェクト」 

として総合的なプログラムを企画する。 

○NPO 法人や市民活動団体との意見交換などを通じて連携を進める。 

目指すもの 

◇ボランティアの養成講座を中期的視点で取り組みます。 

◆ボランティア体験を通して、子どもの健全な心を育みます。 

◇誰でも気軽に参加できるボランティア活動を行います。 

◆NPO 法人・市民活動団体との連携を進め、活動を支援します。 

主な連携 

機関・団体 

＊ボランティア団体  ＊ボランティア連絡協議会  ＊ボランティア協力校  

＊登録ボランティア 
 

年
次
計
画 

主な取り組み 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

①地区社協研修会等の 

 開催 
 

②地区社協会長会の 

 開催 

 

① 

 
 

② 

 

    

年
次
計
画 

主な取り組み 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

①各種養成講座の開催 
 

②ボランティア 

プログラム企画 
 

③ボランティア情報の 

 発信 
 

④イベントの開催 

① 

 

② 
 

 

③ 

  

 

 

 
 

④ 
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☆ピカッとプラン（仮）⑤    活・協・健  
 

事業名 地域の見守り活動の充実 

事業内容 

○地域で見守り活動方法の情報交換の場を設ける。 

○異変時の速やかな連絡や情報共有について、行政・社協・地域との 

意見交換や体制づくりの協議を開催する。 

目指すもの 

◇地域の見守り活動における民生委員児童委員や福祉委員等、見守り 

活動に携わる方々の連携を支援します。 

◆見守り活動を円滑にできる連携体制づくりを目指します。 

主な連携 

機関・団体 
＊行政  ＊民生委員児童委員  ＊福祉委員  ＊地区社協  ＊老人クラブ 

 

 

☆ピカッとプラン（仮）⑥    支・絆・活  
 

事業名 総合的な相談支援センターの充実 

事業内容 

○身近な相談体制と個別支援を強化する。 

○市民、専門職、行政と連携する。 

○見守りサポーター（仮）を創設する。 

目指すもの 

◇気軽に相談できる仕組みづくりを目指します。 

◆あらゆる生活課題や生活困窮者への対応ができる総合的な相談 

支援センターの創設を目指します。 

◇「浅口ネットワーク懇談会」を創設し、市民、専門職、行政、社協 

 が協働した個別支援体制を構築していきます。 

主な連携 

機関・団体 
＊行政  ＊民生委員児童委員  ＊福祉委員  ＊市民後見人  ＊専門職 

 

年
次
計
画 

主な取り組み 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

①実態調査 

②民生委員福祉委員の 

 合同研修会 

③行政、地域との意見 

 交換会 

④見守り活動における 

 連携体制づくり 

 

① 

 

② 

  

 

 

 

③ 

  

 

 

 

 
④ 

年
次
計
画 

主な取り組み 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

①何でも相談会の実施 
 

②実態調査 
 

③サポーター養成 
 

④総合的な相談支援 

 センターの創設 

 

 

① 
 

② 

  

 

 
 

③ 

  

 

 

 
 

④ 
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４．計画の評価・点検 

  地域福祉活動計画に基づく社会福祉協議会の取り組みが、着実かつ効果的に行わ 

れているかについて、社会福祉協議会自らがその進捗状況を把握し評価するととも 

に、地域住民や各種団体の代表者などで構成する外部評価委員会を組織し、評価・ 

点検を行います。 

計画の評価・点検については、ＰＤＣＡサイクルに基づいて実施します。ＰＤＣ 

 Ａサイクルとは、計画(Plan)をたて、それを実行(Do)し、実行の結果を評価(Check) 

して、さらに計画の見直し(Action)を行うという一連の流れをシステムとして進め 

ていく方法です。これにより計画に基づく取り組みの進捗状況や、達成度や実績・ 

成果を定期的に評価・点検し、よりよい活動や取り組みの推進に努めます。 
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（資  料） 
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浅口市地域福祉活動計画策定委員会 設置要綱 

 

（設置・目的） 

 第１条 社会福祉法人浅口市社会福祉協議会（以下、「社協」という。）の地域福祉活動の今後 

の方針となる地域福祉活動計画（以下、「活動計画」という。）を策定することを目的とし 

て、浅口市地域福祉活動計画策定委員会（以下、「策定委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

 第２条 策定委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

  （１）活動計画の調査及び研究に関すること。 

  （２）活動計画の策定に関すること。 

  （３）前２号に掲げるもののほか活動計画の策定に関し必要と認める事項。 

 

（組織） 

 第３条 策定委員会は、20名以内の委員を持って組織する。 

  ２ 委員は、次の各号に掲げるもののうちから社協会長が委嘱する。 

  （１）地域福祉に関し意欲ある市民 

  （２）地域福祉に関し識見を有する者 

  （３）福祉団体の推薦による者 

  （４）浅口市職員・社協職員 

  （５）前各号に掲げる者のほか必要と認める者 

 

（任期） 

 第４条 委員の任期は、活動計画の策定までの期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

 第５条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

  ２ 委員長は、会務を統括し策定委員会を代表する。 

  ３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。 

 

（会議） 

 第６条 策定委員会の会議は、委員長が召集し、議長となる。 

  ２ 委員長が必要と認めるとき、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことが出来る。 

 

（報告） 

 第７条 策定委員会は活動計画を策定した時、社協会長及び広く浅口市民に報告する者と 

する。 

 

（庶務） 

 第８条 策定委員会の庶務は、社協において処理する。 

 

（雑則） 

 第９条 この要綱に定めるもののほか策定委員会の運営に必要な事項は社協会長が別に定める。 

 

附則 

 この要綱は平成 26年 4月 1日より施行する。 
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浅口市地域福祉活動計画 策定委員名簿 

◎委員長  ○副委員長 

No. 氏 名 所 属 選出区分 

1 荒川 晃行 浅口市民生委員児童委員協議会 会長 地域関係 

2 垣内 誠治 ハートフル福祉員会 地域関係 

3 山田 直子 浅口市愛育委員会 会長 地域関係 

4 山 均 八重地区社会福祉協議会 会長 地域関係 

5 山内 悦子 浅口市ボランティア連絡協議会 会長 ボランティア関係 

6 岸 義照 浅口市老人クラブ連合会 理事 高齢者関係 

7 藤澤 稚美 
寄島児童クラブ（オレンジクラブ） 

指導員 
子ども関係 

8 坂本 昭美 三和保育園 園長 子ども関係 

9 田淵 純雄 浅口商工会 会長 企業関係 

10 ◎守屋 靖 浅口市コミュニティ推進協議会 会長 地域関係 

11 池之上 章 
NPO法人岡山県介護支援専門員協会 

浅口支部 会長 
高齢者関係 

12 田中 利幸 
社会福祉法人敬業会ワークほほえみ 

所長 
障がい者関係 

13 佐藤 和喜雄 NPO法人福祉会菩提樹 理事長 障がい者関係 

14 ○原田 玲子 浅口市教育委員会 教育委員 青少年・子ども関係 

15 高倉 道雄 浅口市健康福祉部 部長 行政関係 

  


